
告 示 (第2234号 第2249号)

○土地改良区の解散の認可 (農地計画課) １

○土地改良区の清算人の就任 (農地計画課) １

○道路の区域の変更 (道路維持課) ２

○道路の区域の変更 (道路維持課) ２

○道路の供用の開始 (道路維持課) ３

○土地収用法に基づく収用又は使用の手続の開始 (用 地 課) ３

○土地改良事業の工事の完了 (農地計画課) ４

○保安林指定施業要件変更森林の所在場所等 (治 山 課) ４

○保安林指定施業要件変更森林の所在場所等 (治 山 課) ４

○保安林指定施業要件変更森林の所在場所等 (治 山 課) ５

○保安林指定施業要件変更森林の所在場所等 (治 山 課) ５

○保安林指定施業要件変更森林の所在場所等 (治 山 課) ５

○保安林指定施業要件変更森林の所在場所等 (治 山 課) ５

○保安林指定施業要件変更森林の所在場所等 (治 山 課) ６

○公共測量の終了 (土木管理課) ６

○公共測量の実施 (土木管理課) ６

公 告

○産業廃棄物処理施設の設置についての環境調査書の閲覧

(廃棄物対策課) ６

選挙管理委員会

○政治団体の設立届 (地 方 課) ７

○政治団体の届出事項の異動届 (地 方 課) ８

○政治団体の解散届 (地 方 課) 10

○資金管理団体の指定届 (地 方 課) 11

○資金管理団体の届出事項の異動届 (地 方 課) 11

○資金管理団体の指定の取消等の届出 (地 方 課) 12

福岡県告示第2234号

次の土地改良区が土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第67条第１項第１号に掲げる

事由により解散したので､ 同条第３項の規定により公告する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第2235号

解散した清算法人水分中部土地改良区から清算人の就任の届出があったので､ 土地改

良法 (昭和24年法律第195号) 第68条第２項において準用する同法第18条第17項の規定

により次のように公告する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡
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目 次 告 示

土 地 改 良 区 名 解散認可年月日

水分中部土地改良区 平成19年11月15日

氏 名 住 所

立 石 � 雄 久留米市田主丸町野田355番地

竹 下 誠 一 〃 〃 572番地１

田 中 良 親 〃 〃 １番地４

田 中 瀧 雄 〃 〃 743番地１

田 中 勝 敏 〃 〃 955番地１
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福岡県告示第2236号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき､ 次のように道路の区

域を変更する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係土木事務所において一般の縦覧に供

する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第2237号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき､ 次のように道路の区

域を変更する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係土木事務所において一般の縦覧に供

する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡
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行 � 文 明 〃 〃 601番地３

立 石 和 雄 〃 〃 1240番地１

牧 原 保 夫 〃 常盤1164番地

倉 富 重 典 〃 〃 606番地１

土 屋 幸 吉 〃 〃 409番地

藤 村 � 雄 〃 船越1235番地１

藤 村 善 幸 〃 〃 1246番地３

土木事
務所名

道路の
種 類

路線名
変 更
前後別

区 間
幅 員
(メートル)

延 長
(メートル)

久留米
一般国
道

322号

前

久留米市諏訪野町2712番１
先から
同市諏訪野町2780番２先ま
で

17.0
～
40.0

294.0

後 同上
20.0
～
40.0

294.0

久留米 県 道
湯の原

線

前

久留米市高良内町1914番１
先から
同市高良内町1968番２先ま
で

6.2
～
12.0

140.0

合 川
後 同上

7.0
～
16.6

140.0

久留米 県 道
湯の原

線
合 川

前

久留米市高良内町1881番１
先から
同市高良内町1938番20先ま
で

5.8
～
13.8

106.0

後 同上
8.5
～
15.8

106.0

久留米 県 道
湯の原

線
合 川

前

久留米市高良内町1881番７
先から
同市高良内町1888番19先ま
で

6.2
～
8.2

35.0

後 同上
8.8
～
10.6

35.0

久留米 県 道
湯の原

線
合 川

前

久留米市高良内町1888番３
先から
同市高良内町1888番12先ま
で

5.0
～
6.2

85.0

後 同上
7.2
～
10.0

85.0

�



福岡県告示第2238号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき､ 次の道路の供用を平

成19年11月28日から開始する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係土木事務所において一般の縦覧に供

する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第2239号

土地収用法 (昭和26年法律第219号) 第34条の３の規定により､ 次のように収用又は

使用の手続の開始を告示する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 起業者の名称

福岡県

２ 事業の種類

一般国道442号改築工事 (八女筑後バイパス・筑後バイパス・大木大川バイパス)

並びにこれに伴う県道､ 市道及び普通河川付替工事

３ 起業地

� 収用の部分

福岡県八女市納楚字柳､ 字船底､ 字楠町､ 字牟田々及び字前田､ 大島字八反畑､

字今屋敷､ 字茶ノ木田及び字深町､ 蒲原字植初､ 亀甲字植初､ 字僧都､ 字後田及び

字山ノ上並びに室岡字山ノ上､ 字坂ノ下､ 字西山ノ上､ 字中道及び字三反畑地内

福岡県筑後市大字前津字アザメ､ 字堀口及び字吉竹､ 大字徳久字アサミノ及び字

堀口､ 大字久富字斗代､ 字池ノ本､ 字東ノ前､ 字惣津及び字高畑､ 大字高江字名川

手､ 字大羽､ 字片ソリ､ 字辻､ 字南平､ 字野添､ 字中曽利及び字口無原､ 大字富重

字イリウ､ 字免下町､ 字柳及び字穴町､ 大字西牟田字六條及び字池満並びに大字江

口字サヤノ元､ 字中六條及び字下六條地内

福岡県三潴郡大木町大字福土､ 大字大角及び大字蛭池地内

� 使用の部分

福岡県八女市納楚字柳､ 字船底､ 字楠町､ 字牟田々及び字前田､ 大島字八反畑及

び字今屋敷､ 蒲原字植初並びに亀甲字植初､ 字僧都及び字後田地内

福岡県筑後市大字前津字アザメ､ 大字久富字斗代､ 字池ノ本､ 字惣津及び字高畑

､ 大字高江字名川手､ 字大羽､ 字片ソリ､ 字辻､ 字南平､ 字野添､ 字中曽利､ 字キ

レト及び字口無原､ 大字富重字イリウ､ 字苗代町､ 字免下町､ 字柳及び字穴町､ 大

字西牟田字六條及び字池満並びに大字江口字サヤノ元､ 字中六條及び字下六條地内

福岡県三潴郡大木町大字福土及び大字蛭池地内

４ 土地収用法第34条の４の規定による図面の縦覧場所

福岡県筑後市役所

５ 収用又は使用の手続が保留されている起業地

福岡県八女市納楚字柳､ 字船底､ 字楠町､ 字牟田々及び字前田､ 大島字八反畑､ 字
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土木事
務所名

道路の
種 類

路線名
変 更
前後別

区 間
幅 員
(メートル)

延 長
(メートル)

柳 川
八 女

一般国
道

442号

前

筑後市大字四ヶ所251番１
先から
三潴郡大木町大字蛭池414
番１先まで

6.5
～
9.0

117.5

後

筑後市大字四ヶ所251番１
先から
三潴郡大木町大字蛭池414
番１先まで

6.5
～
9.0

117.5

後

筑後市大字四ヶ所251番１
先から
三潴郡大木町大字蛭池414
番１先まで

9.2
～
24.0

124.9

土木事
務所名

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間

柳 川
八 女

442号
筑後市大字四ヶ所251番１先から
三潴郡大木町大字蛭池414番１先まで

�



今屋敷､ 字茶ノ木田及び字深町､ 蒲原字植初､ 亀甲字植初､ 字僧都､ 字後田及び字山

ノ上並びに室岡字山ノ上､ 字坂ノ下､ 字西山ノ上､ 字中道及び字三反畑地内

福岡県筑後市大字前津字アザメ､ 字堀口及び字吉竹､ 大字徳久字アサミノ及び字堀

口､ 大字久富字斗代､ 字池ノ本､ 字東ノ前､ 字惣津及び字高畑､ 大字高江字名川手､

字大羽､ 字片ソリ､ 字辻､ 字南平､ 字野添､ 字中曽利､ 字キレト及び字口無原､ 大字

富重字イリウ､ 字苗代町､ 字免下町､ 字柳及び字穴町､ 大字西牟田字六條及び字池満

並びに大字江口字サヤノ元､ 字中六條及び字下六條地内

福岡県三潴郡大木町大字福土地内

６ 手続を開始する土地

� 収用の手続を開始する土地

福岡県筑後市大字高江字野添､ 字中曽利及び字口無原､ 大字富重字免下町､ 字柳

及び字穴町､ 大字西牟田字六條及び字池満並びに大字江口字サヤノ元､ 字中六條及

び字下六條地内

� 使用の手続を開始する土地

福岡県筑後市大字高江字野添､ 字中曽利､ 字キレト及び字口無原､ 大字富重字苗

代町､ 字免下町､ 字柳及び字穴町､ 大字西牟田字六條及び字池満並びに大字江口字

サヤノ元､ 字中六條及び字下六條地内

福岡県告示第2240号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第113条の２第１項の規定に基づき､ 土地改良事

業を行う者から土地改良事業の工事の完了に係る届出があったので､ 同条第２項の規定

により次のように公告する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第2241号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の２第１項の規定に基づき､ 保安林の指定施

業要件の変更をするので､ 同法第33条の３の規定に基づいて同法第33条第６項において

準用する同条第１項の規定により次のように告示する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

昭和58年６月７日福岡県告示第894号

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を水産林務部治山課及び北九州市役所に

備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第2242号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の２第１項の規定に基づき､ 保安林の指定施

業要件の変更をするので､ 同法第33条の３の規定に基づいて同法第33条第６項において

準用する同条第１項の規定により次のように告示する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡
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土地改良事業の
事 業 主 体 名

土地改良事業の名称 施行認可年月日 工事完了年月日

宗像市
農業用ため池整備事業
(大堤地区)

平成16年５月20日 平成18年３月27日

宗像市
農業用ため池整備事業
(新堤地区)

平成17年３月25日 平成18年３月27日

宗像市
農業用ため池整備事業
(舟木上下地区)

平成17年３月25日 平成19年３月28日

�



平成４年３月27日福岡県告示第605号

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を水産林務部治山課及びみやこ町役場に

備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第2243号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の２第１項の規定に基づき､ 保安林の指定施

業要件の変更をするので､ 同法第33条の３の規定に基づいて同法第33条第６項において

準用する同条第１項の規定により次のように告示する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

昭和63年12月14日農林水産省告示第2023号 (３及び７に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を水産林務部治山課並びに前原市役所及

び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第2244号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の２第１項の規定に基づき､ 保安林の指定施

業要件の変更をするので､ 同法第33条の３の規定に基づいて同法第33条第６項において

準用する同条第１項の規定により次のように告示する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

平成３年２月14日農林水産省告示第188号 (３及び４に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を水産林務部治山課並びに古賀市役所及

び築上町役場に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第2245号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の２第１項の規定に基づき､ 保安林の指定施

業要件の変更をするので､ 同法第33条の３の規定に基づいて同法第33条第６項において

準用する同条第１項の規定により次のように告示する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

平成３年４月25日農林水産省告示第517号 (２及び３に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を水産林務部治山課並びに前原市役所及

びみやこ町役場に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第2246号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の２第１項の規定に基づき､ 保安林の指定施
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業要件の変更をするので､ 同法第33条の３の規定に基づいて同法第33条第６項において

準用する同条第１項の規定により次のように告示する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

平成３年５月30日農林水産省告示第728号 (２及び３に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を水産林務部治山課及び苅田町役場に備

え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第2247号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の２第１項の規定に基づき､ 保安林の指定施

業要件の変更をするので､ 同法第33条の３の規定に基づいて同法第33条第６項において

準用する同条第１項の規定により次のように告示する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

平成３年７月８日農林水産省告示第929号 (１及び３に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を水産林務部治山課並びに豊前市役所及

び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第2248号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第14条第２項の規定により､ 国土交通省国土地理院

長から次のように基本測量を終了した旨の通知があったので､ 同条第３項の規定により

公示する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

基本測量 (ジオイド測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第2249号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より､ 北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので､ 同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (３級基準点測量)

２ 測量の実施地域及び期間

公告
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実 施 地 域 終 了 年 月 日

行橋市 平成19年10月31日

実 施 地 域 実 施 期 間

北九州市戸畑区千防一丁目外 平成19年11月19日から
平成20年２月29日まで

公 告

�



福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例 (平成２年

福岡県条例第20号) 第６条第２項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置についての

環境調査書の提出があり､ 同条例第７条第２項の規定により指定地域を定め､ 同条第３

項の規定によりその旨を通知したので､ 同条例第８条第１項の規定により次のように公

告し､ 当該環境調査書を閲覧に供する｡

平成19年11月28日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 設置者の名称及び住所並びに代表者の氏名

株式会社丸聖

京都郡苅田町長浜町11番地

代表取締役 石田 慶三郎

２ 施設の種類及び処理能力

ガラスくず等の破砕施設

一日当たり 200トン

３ 設置場所

苅田町長浜町35番１

４ 指定地域

苅田町長浜町､ 磯浜町､ 殿川町及び大字南原のそれぞれ一部

上の区域を図面において表示し､ ５に掲げる場所に備え置いて閲覧に供する｡

５ 閲覧の場所

福岡県環境部廃棄物対策課及び福岡県京築保健福祉環境事務所

６ 閲覧の期間

平成19年11月28日から同年12月28日まで

福岡県選挙管理委員会告示第155号

政治資金規正法 (昭和23年法律第194号) 第６条第１項の規定に基づき､ 次の政治団

体から政治団体設立届があったので､ 同法第７条の２第１項の規定により次のとおり告

示する｡

平成19年11月28日

福岡県選挙管理委員会委員長 田 辺 俊 明
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選挙管理委員会

�

受 付 期 間 平成19年10月１日～10月31日

(政党の支部)

政 治 団 体 の 名 称 代表者名 会計責任者名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日

自 由 民 主 党 行 橋 市 支 部 高 瀬 充 博 末 松 国 彦 行橋市中央２丁目13－10 平成19年10月16日

(１団体)

(政党以外のその他の政治団体)

政 治 団 体 の 名 称 代表者名 会計責任者名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日

中 島 恒 樹 後 援 会 平 田 敏 治 中 原 爲 男 三井郡大刀洗町大字冨多1245－12 平成19年10月17日
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は っ と り 和 典 後 援 会 境 勝 紀 井 形 尚 道 大牟田市大字草木500－６ 平成19年10月15日

馬 場 か つ の り 後 援 会 馬 場 勝 徳 馬 場 千 春 八女郡広川町久泉505－３ 平成19年10月５日

安 江 ち か お 後 援 会 安 江 千賀夫 坪 根 � 豊前市大字千束１ 平成19年10月26日

(４団体)

福岡県選挙管理委員会告示第156号

政治資金規正法 (昭和23年法律第194号) 第７条の規定に基づき､ 次の政治団体から

届出事項の異動届があったので､ 同法第７条の２第１項の規定により次のとおり告示す

る｡

平成19年11月28日

福岡県選挙管理委員会委員長 田 辺 俊 明

受 付 期 間 平成19年10月１日～10月31日

(政党の支部)

政 治 団 体 の 名 称 異 動 事 項
内 容

異動年月日 届出年月日
新 旧

自由民主党福岡県第十一選挙区支部 主たる事務所の所在地 行橋市行事５丁目10－17 行橋市中央２丁目13－10 平成19年10月19日 平成19年10月30日

自 由 民 主 党 京 都 郡 支 部

団 体 名 称 自 由 民 主 党 京 都 郡 支 部 自 由 民 主 党 行 橋 京 都 支 部

平成19年10月12日 平成19年10月16日主たる事務所の所在地 京都郡苅田町大字新津619－４ 行橋市中央２丁目13番10号

会 計 責 任 者 塩 見 和 徳 篠 田 高 久

自 由 民 主 党 行 橋 市 支 部 主たる事務所の所在地 行橋市行事５丁目10－17 行橋市中央２丁目13－10 平成19年10月19日 平成19年10月30日

(３団体)

(政党以外のその他の政治団体)

政 治 団 体 の 名 称 異 動 事 項
内 容

異動年月日 届出年月日
新 旧

安 高 一 夫 後 援 全 会 計 責 任 者 安 高 一 夫 田 渕 達 徳 平成19年３月31日 平成19年10月29日
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い な と み 修 二 後 援 会

主たる事務所の所在地
福岡市中央区大名２丁目９－5 グラン
ドビル 2Ｆ

行橋市西宮市２丁目19－10 長部ビル１
Ｆ３号室

平成19年10月31日 平成19年10月31日

会 計 責 任 者 古 屋 伴 朗 田 中 真 理 子

今 林 ひ で あ き 後 援 会 主たる事務所の所在地 福岡市東区塩浜１丁目18－12 福岡市東区三苫１丁目３－20 平成19年10月16日 平成19年10月17日

内 田 榮 一 後 援 会 代 表 者 草 場 勉 内 田 榮 一 平成19年９月４日 平成19年10月22日

苅 田 山 幸 会 主たる事務所の所在地 行橋市行事５丁目10－17 行橋市中央２丁目13－10 平成19年10月19日 平成19年10月25日

北 九 州 の 未 来 を 考 え る 会

主たる事務所の所在地
北九州市八幡東区西本町４丁目８－30
１Ｆ

北九州市八幡東区中央２丁目24－5 芳
賀ビル402

平成19年10月20日 平成19年10月25日

代 表 者 緒 方 林 太 郎 北 橋 健 治

小 池 ひ ろ す け 後 援 会 主たる事務所の所在地 糟屋郡粕屋町大字長者原280－１ 糟屋郡粕屋町大字原町383－１ 平成19年10月１日 平成19年10月12日

山 幸 会 主たる事務所の所在地 行橋市行事５丁目10－17 行橋市中央２丁目13－10 平成19年10月19日 平成19年10月25日

し の ざ き 久 義 後 援 会 代 表 者 篠 � 久 義 因 辰 美 平成19年10月２日 平成19年10月３日

浸 潤 の 会 会 計 責 任 者 清 中 英 二 後 藤 研 二 平成19年10月19日 平成19年10月25日

す わ し た 勝 造 後 援 会

団 体 名 称 す わ し た 勝 造 後 援 会 す わ し た 勝 造 を 育 て る 会

平成19年８月１日 平成19年10月17日

主たる事務所の所在地 北九州市八幡東区川淵町３－26 北九州市八幡東区松尾町17－34

中 島 恒 樹 後 援 会 会 計 責 任 者 野 口 友 治 中 原 爲 男 平成19年10月24日 平成19年10月24日

西 島 英 利 北 九 州 後 援 会 主たる事務所の所在地 北九州市小倉北区中島１丁目19－17 北九州市小倉南区蒲生５丁目５－１ 平成19年10月１日 平成19年10月11日

ハ ー ト フ ル 北 九 州

主たる事務所の所在地
北九州市八幡東区中央２丁目24－５ 芳
賀ビル402

北九州市八幡東区中央２丁目22－７

平成19年10月15日 平成19年10月19日

会 計 責 任 者 日 高 源 市 森 康 紀

福 岡 県 商 工 会 議 連 盟 代 表 者 河 部 浩 幸 田 尻 英 幹 平成19年10月10日 平成19年10月16日



福岡県選挙管理委員会告示第157号

政治資金規正法 (昭和23年法律第194号) 第17条第１項の規定による政治団体解散届

があったので､ 同法第17条第３項の規定により次のとおり告示する｡

平成19年11月28日

福岡県選挙管理委員会委員長 田 辺 俊 明

受付期間 平成19年10月１日～10月31日

(政党以外のその他の政治団体)
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政 治 団 体 の 名 称 解散年月日 届出年月日

宇 田 川 亮 後 援 会 平成19年10月20日 平成19年10月22日

内 田 榮 一 後 援 会 平成19年９月４日 平成19年10月22日

大 串 由 美 と と も に 歩 む 会 平成19年10月10日 平成19年10月16日

田 中 建 一 後 援 会 平成19年10月22日 平成19年10月22日

田 中 こ う い ち 後 援 会 平成19年９月20日 平成19年10月10日

豊 田 み ど り と 元 気 な 仲 間 た ち 平成19年10月30日 平成19年10月31日

那 須 和 也 後 援 会 平成19年10月20日 平成19年10月22日

��

福 岡 県 商 工 政 治 連 盟 筑 前 町 支 部

団 体 名 称 福 岡 県 商 工 政 治 連 盟 筑 前 町 支 部 福 岡 県 商 工 政 治 連 盟 三 輪 町 支 部 平成19年５月10日

平成19年10月５日主たる事務所の所在地 朝倉都筑前町久光1045－１ 朝倉郡三輪町大字久光1045－１ 平成17年３月22日

会 計 責 任 者 平 山 一 美 前 田 哲 男 平成19年５月10日

福 岡 商 工 連 盟 代 表 者 河 部 浩 幸 田 尻 英 幹 平成19年10月23日 平成19年10月29日

ふ く お か ネ ッ ト ワ ー ク ・ 古 賀 代 表 者 伊 東 洋 子 福 井 初 子 平成19年10月30日 平成19年10月31日

ふ く お か ネ ッ ト ワ ー ク ・ 福 岡 代 表 者 引 地 美 穂 子 山 � 孝 子 平成19年10月15日 平成19年10月18日

松 尾 文 雄 後 援 会 会 計 責 任 者 坂 梨 良 典 � 本 俊 介 平成19年10月30日 平成19年10月30日

三 好 き い ち 後 援 会 主たる事務所の所在地 古賀市日吉２丁目23－15 古賀市日吉３丁目５－５ 平成19年５月１日 平成19年10月11日

も り や 正 人 後 援 会 主たる事務所の所在地 福岡市城南区別府６丁目２－10 福岡市城南区別府７丁目４－34 平成19年10月11日 平成19年10月18日

山 本 幸 三 後 援 会 主たる事務所の所在地 行橋市行事５丁目10－17 行橋市中央２丁目13－10 平成19年10月19日 平成19年10月25日

吉 原 太 郎 後 援 会 代 表 者 矢 野 喜 平 太 松 井 弘 憲 平成19年10月１日 平成19年10月25日

Ｙ ・ Ｒ ’ ｓ 主たる事務所の所在地 行橋市行事５丁目10－17 行橋市中央２丁目13－10 平成19年10月19日 平成19年10月25日

(25団体)



福岡県選挙管理委員会告示第158号

政治資金規正法 (昭和23年法律第194号) 第19条第２項の規定に基づき､ 次の公職の

候補者から資金管理団体指定届があったので､ 同法第19条の２第１項の規定により次の

とおり告示する｡

平成19年11月28日

福岡県選挙管理委員会委員長 田 辺 俊 明
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福 岡 県 商 工 政 治 連 盟 夜 須 町 支 部 平成19年５月10日 平成19年10月５日

松 本 典 子 後 援 会 平成19年10月20日 平成19年10月22日

安 川 長 則 後 援 会 平成19年10月９日 平成19年10月９日

山 下 千 鶴 子 後 援 会 平成19年９月28日 平成19年10月２日

渡 辺 和 幸 後 援 会 平成19年10月20日 平成19年10月22日

(12団体)
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資金管理団体の届出を
した者の氏名

公職の種類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 指定年月日 届出年月日

篠 � 久 義 粕 屋 町 長 し の ざ き 久 義 後 援 会 糟屋郡粕屋町江辻284 篠 � 久 義 平成19年10月２日 平成19年10月３日

馬 場 勝 徳 広 川 町 議 会 議 員 馬 場 か つ の り 後 援 会 八女郡広川町久泉505－３ 馬 場 勝 徳 平成19年10月５日 平成19年10月５日

(２団体)

受 付 期 間 平成19年10月１日～10月31日

福岡県選挙管理委員会告示第159号

政治資金規正法 (昭和23年法律第194号) 第19条第３項の規定による資金管理団体届

出事項の異動届があったので､ 同法第19条の２第１項の規定により次のとおり告示する｡

平成19年11月28日

福岡県選挙管理委員会委員長 田 辺 俊 明

資金管理団体の届
出事項の異動届出
をした者の氏名

公職の種類 資金管理団体の名称 異 動 事 項

内 容

異動年月日 届出年月日

新 旧

稲 富 修 二 衆 議 院 議 員 いなとみ修二後援会

公 職 の 種 類 衆 議 院 議 員 福 岡 県 知 事 平成19年10月23日

平成19年10月31日

主たる事務所の所在地
福岡市中央区大名２丁目９－
５ グランドビル２Ｆ

行橋市西宮市２丁目19－10
長部ビル１Ｆ３号室

平成19年10月31日
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今 林 秀 明 福 岡 市 議 会 議 員 今林ひであき後援会 主たる事務所の所在地 福岡市東区塩浜１丁目18－12 福岡市東区三苫１丁目３－20 平成19年10月16日 平成19年10月17日

山 本 幸 三 衆 議 院 議 員 山 幸 会 主たる事務所の所在地 行橋市行事５丁目10－17 行橋市中央２丁目13－10 平成19年10月19日 平成19年10月25日

諏訪下 勝 造 福 岡 県 議 会 議 員 すわした勝造後援会

団 体 名 称 す わ し た 勝 造 後 援 会 すわした勝造を育てる会

平成19年８月１日 平成19年10月17日

主たる事務所の所在地
北九州市八幡東区川淵町３－
26

北九州市八幡東区松尾町17－
34

三 好 貴 一 古 賀 市 議 会 議 員 三 好 き い ち 後 援 会 主たる事務所の所在地 古賀市日吉２丁目23－15 古賀市日吉３丁目５－５ 平成19年５月１日 平成19年10月11日

守 谷 正 人 福 岡 県 議 会 議 員 も り や 正 人 後 援 会 主たる事務所の所在地
福岡市城南区別府６丁目２－
10

福岡市城南区別府７丁目４－
34

平成19年10月11日 平成19年10月18日

(６団体)

資金管理団体取消の届出を
した者の氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 代表者の氏名 取消年月日 届出年月日

豊 田 み ど り 古 賀 市 議 会 議 員 豊 田 み ど り と 元 気 な 仲 間 た ち 豊 田 み ど り 平成19年10月30日 平成19年10月31日

田 中 建 一 行 橋 市 議 会 議 員 田 中 建 一 後 援 会 田 中 建 一 平成19年10月22日 平成19年10月22日

(２団体)

受 付 期 間 平成19年10月１日～10月31日

� 法第19条第３項第１号による届出

福岡県選挙管理委員会告示第160号

政治資金規正法 (昭和23年法律第194号) 第19条第３項の規定による資金管理団体指

定取消届等があったので､ 同法第19条の２第１項の規定により次のとおり告示する｡

平成19年11月28日

福岡県選挙管理委員会委員長 田 辺 俊 明

代 表 者 氏 名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地
資金管理団体でなくなっ
た旨の届出年月日

� 法第19条第３項第２号による届出
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内 田 榮 一 久 留 米 市 議 会 議 員 内 田 榮 一 後 援 会 久留米市日の出町107 平成19年９月４日

(１団体)

備考

内田榮一後援会については､ 資金管理団体の届出をした者の死亡に伴う届出であり､ 資金管理団体の届出をした者の氏名は内田榮一である｡
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